
年 月 日から

年 月 日まで

①
円

②
円

円

④
円

⑤
円

⑧
円

⑪
円

⑫

円 円

⑬
円 円

法
人
名

限
度
額

取
得
価
額

③

当期法人事業税額

減免限度額

④×1／２
（1円未満切捨て）

（当期取得分に係る
　事業所等の数）

（
提
出
用

）

円

③と2,000万円のうち
少ない額

円

対象設備の明細書（オ）の
「合計」欄の額

法
人
事
業
税
減
免
様
式
そ
の
１

中小企業者向け省エネ促進税制による
法人事業税の減免額に関する計算書

事業年度

（⑤と⑨のうち少ない額）

（前期からの繰越額）

当期取得分に係る限度額 円

（②-⑦）

前
期
分

⑥
減免未済額

⑦
減免未済額に係る減免額

（⑥と②のうち少ない額）

円

「⑥－⑦」のうち
翌期に繰り越す額

⑩
当期取得分に係る減免額

減
免
額
等

減免額

翌期の減免未済額

当
期
分

⑨

当期取得分に係る翌期に
繰り越す額

翌期の減免額の
計算書⑥欄に転記

減免申請書に転記

前期の減免額の計算書
⑬欄より転記（注）

⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

（⑤－⑫）（⑧＋⑪）

（⑦＋⑩）

減免未済額
（前期からの繰越額）が

ない場合

減免未済額
（前期からの繰越額）が

ある場合

⑥

（⑤－⑩）

（①×1/2）

都・法 23040-632

（②と⑤のうち少ない額）

＊減免額の計算書…「中小企業者向け省エネ促進税制による法人事業税の減免額に関する計算書」
（法人事業税減免様式その１）

＊対象設備の明細書…「中小企業者向け省エネ促進税制による法人事業税の減免に関する対象設備
明細書」（法人事業税減免様式その２）

＊次葉様式…「中小企業者向け省エネ促進税制による法人事業税の減免に関する対象設備明細書
（次葉）」（法人事業税減免様式その２の２）

＊減免取扱要領…「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る法人事業税の減免取扱要領」
（平成21年10月15日 21主課指第75号）

（注） 前期において、欠損等により法人事業税額が０円であるため、減免申請を行わ

なかった場合（減免取扱要領第7、3）は、前期の減免額の計算書及び対象設備
の明細書もあわせて作成して、提出してください。

＜記載の手引＞

（⑤－⑩）

(                 )
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